
タイ国における農地問題 と農地制度改革

本 岡 武

は し が き

低肌発国における農業開発をさまたげる条件cJ)ひとつに農地問題があるO農地問題は,たん

に農業生産性の上昇という見地からだけでな く,国艮所得分布の不均衡是正..,すなわち一部uj

少数の富裕階級へのJli,-.'の集中, したがって社会的 ･政治的不安の 醸成の 防除という見地から

も,とりあげられる｡税制改革 とならんで,農地制度改革が低開発国の政策的手段として,や

かましくいわれるのは当然である｡ もちろん,その実施は容易でない｡ しば しば,農地制度改

革は計画だけはされるが,その実行はうやむやのうちに消えて しまっている｡低開発国におけ

る農地制度改革がいかに困難であるかば,エジプ ト･インドあるい はイランの場合を想起すれ

ば明らかである､

農地制度改革の輝 しい成功をおさめたのは,低開発国に属さない口本の場合である｡戦後の

農地制度改革については,すでにあまたの文献があり,これを詳述する必要がない｡ ただつぎ

の点は明記 しておきたい｡農地制度改革は戟後における日本農業の土地ならびに労働生産性の

いちじるしい上昇の有力な原因となっただけでな く,農業生産性向上と小作料激減とをとお し

て,農家所得の増大 と,農家間あるいは農家 ･非農家問の所得分配不均衡の是正をもたらし,

さらに戦後の急速な国民経済成長と長期にわたる政治的安定 とに 寄与 したことである｡ しか

し,同時に,ここにはっきりとしておきたいこととして,戦後の農地制度改革実施に至るまで

に,すでにわが国では大正年代から農地問題がやかましくとりあげられ,この長い期間にわた

って,いろいろな政策的努力がつみ重ねられた点がある｡ しか も,具体的に戦後の農地制度改

二期 こほ占領軍の日本管理政策の重要な柱として,絶対的な強権の もとに,いやおうな しに,檀

期間に実施完了された点があるO低開発国における農地制度改i田こさい LIj本の事例を参考と

する場合,この歴史的背景 と占領下での実施という2点に強い注意が払われる必要がある｡

さて,農地問題は,狭義では農地制度をさすが,広義では経営農地面精 と農地制度 との､ふ

たつの問題を意味する｡

ところが,タイは広義の農地問題について見 るとき,低開発諸国,とりわけ東南 アジア諸国

において,きわめて幸福な地位にあるといわれている｡

まず,第 1に経営農地面積から見 ると,タイ農業は比較的大きな規模の家族農経営からなり

たっている｡すなわち,戦後のタイ農業について,今 日までのところ,最 も信頗度が高いとさ
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れ るのは,1953年農務省 に よって施行 され たタイ農家経済調査であ る1)｡ これ に よると,全国

平均 の経営 規模 は 4.1ha とな る｡ もちろん タイ農業 の特 徴 と しての地域差 あ るいは 地域 的分

表 1 地域別 の農業経営の数 ･規模および家族規模,1953年

中央平原 東 南 部 東 北 部 北 部 西 南 都 南

経 営 規 模 数 640,239
ha

平 均 経 営 規 模 4.94

による

l /JI,I
0.96ha以下≡ 14.6

0.96～2.4ha 19.9

2.4～4.8ha! 27.1

4.8～9.6ha 26.2

9.6ha以上1 12.3

57,217 815,810 265,404 95,471
ha ha: ha ha

4.66 4.38 1.53 3.35

12.7 10.0 34.7 1 5.8

23.0 25.4 46.3 30.4

30.0 32.8 15.4! 30.0

26.9 22.2. 3.2… 18.9

7.7 9.7 0.5 5.1

総 数 100.0 100.0 00.0 100.0 100.0

遠 望 宕 叢 3･21 2･54 3･36 3･17 2･38

山所 :MinistryofAgriculture,ThailandEconomicFarm Survey,

245,146 2,119,287
ha; ha

4.45 4.10

't･ ･'J,,

32.5 26.8

29.6 28.4

19･2; 21･3
4.5 8.5

100.0 100.0

5.32 5.90

3.14 3.19

1

1953.Bangkok,1954.
table2,15,20.

注 :タイは普通は中央部 ･北部 ,東北部 ･南部の4地域に区分 される.しかし,1953年農家経済調査は6
地域に区分 している｡ (図1参照)

1) ここでタイ農業の基本的な全回的澗査資料を明らかにしておきたい.タイにおいて最初の全国的な農
泉調査は,1930年から1931年にかけ,--バー ト大学 社会学準教授 CarleC.Zimmerman博士によ
って行なわれたOこの研究は,全｢Eiをつうじて40の村落をえ らび,各村落で40ないし50農家について聴
取調査によった｡つづいて,1934年から1935年にかけ同じく--バー ト大学のピーボデ ィ博物学人知学
研究H JamesM.Andrews氏が,テンマーマン博士の調査を発展させ,同じ40の村落で,大部分同
じ農家について聴取調査を行なった｡(C.C.Zimmerman,Siam:RuralEconmicSurvey,1930-
31,Bangkok,193];J.M.Andrews,Siam:SecnodRuralEconomicS,〝̀vey,1934-35,Bang-
kok,1935.)

戦後の,はじめてのこの全円的な農業調査は,1950年から1952年にかけ,1950年棋界農業センサスの一
環として実施されたタイ農業センサスである｡これは,この閏としてはじめての全国農家一一斉.榔盃であ
るO 経営面積0.32ha以上,および,それ以下でも年間農業所得1,000バーツ以上の全農家を対象とした｡
しかし, この調査結果の信頼性については,かなり問題があり,集計結果はプリントで統計局に保存さ

れているが, 正式の印刷ならびに公開はされなかった｡ (MinistryofAgriculture,Agricultural
CensusofThailand,1950.Bangkok,1954(?),mimeographandunpublished.)

この農業センサスをもととして,農務省が1953年に1万戸の農家をサンプ リングして,農家経済調査
を実施 した｡これは,この間としてはじめこの抽出標本調査であり,現在までのところ,最 も信頼度の
高い全国農家経済調査であるO 個別農家について聴取を行なったが, 調査日の聴 取能力あるいは農家
の回答能力については, かなり疑問の余地 のあることは 認められなければならない｡ (Ministryof
Agriculture,ThailandEconomicFarm Survey,1953,Bangkok,1955.)

1963年に,統計局により,1960年世界農業センサスの一環として,全国農家についての一斉調査が尖
施された｡これは,経営面精 0.32ha以上の農家,あるいはそれ以下でも野菜栽培を 0.16ha以上行な
っている農家, あるいは経営から 2,400Baht以上の農業生産物販売収入を えている農家を対象とす
る｡ この調査内容はかぎられているが, それだけ正確度は高い｡ 現在, 統計局で IBM により集計印
刷中であり,1964年10月末現在で全円71県のうち,35県分が刊行されている｡1965年 3月までに71県と
全国集計,合計72巷が刊行される予定である｡この全国集計の刊行によって,最 も基礎的な農家統計が
えられるであろう｡ (NationalStatisticalOffice,CensusofAgriculture,1963,72volumes,
Bangkok,1964-65.)

このほか,毎年,農務省から農業統計が刊行されている｡最新のは1962年度版である｡この版の編集
は,従来のものにくらべ面目を一新 している｡しかし,ここにおさめられた統計は,農務省各局ならび
に関係ある諸省の調査統計であり, そのなかには信頼性の高いものもあれば,低いものもある｡ (Mi-
nistryofAgriculture,AgriculturalStatisticsofThailand,1962,Bangkok,1964.)
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化は,この場合 にも見 られ る｡ すなわち中央平原の平均規模 4.9haか ら北部の 1.5haに至る

(表 1参照)｡ これだけの平均経営規模を もつ国は,タイ以外の東南 アジア諸国では見 られない｡

第 2に,そ して これが狭義の農地問題であるが,農地制度 として,タイでは自作農が圧倒的

だといわれている｡タイ農業についての これまでの研究は,ほとんど残 らず,この点をとりあ

げて,タイは幸福な国であると強調する2'｡ 自作農制が支配的であるとい うことは,広 く低開

発諸国をとお して,まった く例外的であるといい うる｡

わた くLは,ここでタイ農業の経営規模の問題を論 じない｡ これは別の機会にタイ農業の経

営問題の一環 として検討することとしよう｡ただ,本論文では狭義の農地問題,すなわちタイ

がはた して,いわれているような自作農制の国であるかどうか,いいかえると,農地制度がは

た して問題にならないかどうか,とい うことを吟味 したい｡いいかえると,これまでタイは少

な くとも農地問題にかん して恵まれた国であるといわれてきているが,はた して今 日も,まだ

そうであるといいうるかどうかとい う問題を,とりあげたい｡

Ⅰ タイの 自作農支配性にたいする疑問

タイが 自作農制の国であるとい うことの 数字的根拠は, さきに 触れた 1953年農家経済調査

による｡同調査によると, ｢経営者によって所有され経営 されている農地｣は全農地の 87.1%

にのぼる (表 2参照)｡ しかも同調査報告書にいわ く, ｢1950年農業セ ンサスによると経営者

によって所有 されている経営地の比率は 89.82%である｡ この数字は本調査の数値 より少 し高

いが, しか しなおかつ,本調査で使用された標本農家の調査結果が,きわめて これに近い こと

表 2 地域別および規模別の,経営者によって所有されている経営農地の全農地
にたいする比率, 1953年

0.96ha以下

0.96～2.4ha

2.4-4.8ha

4.8～9.6lla

9.6ha 以上

計

中央平原 :東 南 部

35.1

78.1

70.5

75.7

76.8

74.4

右 五五 ~耳 ~~~壷 声 音盲 十表 ▼~~盲 1一㌻ ~~竃

一 二日 -

98.8 ; 98.6 100.0

86.8

96.4

95.4

98.5

98.7

76.8

81.3

92.1

94.5

98.4

出所 :MinistryofAgriculture,ThailandFarmEconomicSurveyof1953.table22.

2) これまでの,タイについての文献は,すべて残らずタイは自作農制の国であるとする｡その論拠は,上
述の1953年農家経済調査をもととするOたとえば,ECAFE/FAOAgriculturalDivison,ECAFE,
AgriculturalDevelopmentofThailand,Bangkok,1955,mimeograph,p.16がそれである｡
ペンデル トン博士の ｢タイ｣ においての農地制度の叙述は,ECAFE/FAO の報告にもとずいている｡
(R.L Pendelton,Thailand:Aspectsof LandscapeandLife,New York,1963,p.167.)Hu-
manRelationsAreaFielsの有名な CountrySurvey Series のタイ編も, この考え方をとる｡
(W.Blanchardandothers,Thailand,itsPeople,itsSociety,itsCulture,New Haven,
1958,p.365.)東南アジアの農業不安を農地制度にもとめようとしたジャコビ氏は,その改訂版におい
てさえも, タイの農地制度について,つっこんでおらず, 自作農制を全面的に承認している｡ (E.H.
Jacoby,AgrarianUnrestinSoutheastAsia,2nded.,Bombay,1961,p.243)
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図 1 タイ農業の地域区分
(4地域区分と6地域区分)

注 4地域区分は線と日本字,6地域区分は点
線とローマ字であらわす｡

日
日

無
管

混

を示す｣3)と｡ 1950年農業センサスの災計

結果を検討すると,自作農の経営面積は農

地全面積の 81.2% を占めている｡ これに

自小作農の自己所有経営面精を加えると,

おそらく経営者の所有 ･経営面積は全農地

面積の87%をこえるであろうと推測するこ

とができる(表 3参照)｡

この , ふたつの全国的調査結果をうのみ

にするかぎり,タイはた しかに幸福な自作

農制の田であろう｡

しか し,この数値をそのまま承認 し,そ

れによって断定を くだす ことはできないよ

うに思われる｡ その理由として,つぎの諸

点があげられる｡

第 1は, 概念上の問題である｡ ｢経営者

が経営 し, しかも所有する土地｣が,その

ま ま ,一般にいわれている臼†′再出という概

念に相当するかどうか｡少な くとも,この

所有経営地のなかには,部分的に小作させ

ている場合,血緑の非 同居親族 (たとえば

兄弟)が働き,刈 分けで収穫をえている場

合が認められる｡ だから, ｢経営者所有 ･

表 3 所有形態別の経営の数および経営面積,1950年

経 営 数 経 営 面 積

ド

LL-

〃-

Lt村

Iヽ
J/
一ー仙岬

作

作

1-1Jl

合 形

農

農

農

人

態

数 比 率 面 積

% ha
1,689,932 82.2 6,137,100

146,468 7.1 513,445

15,150 0.7 36,215

1,336; 0.1 23,291

翠比

㌦ %
2

8

5

3

2

0

1

6

nu

nu
1

nU

8

1

01

出所 :MinistryofAgriculture,AgriculturalCensusof
Thailand,1950.Bangkok,1954(?),mimeograph
andunpublished

3)Ministry ofAgriculture,ThailandFaymEconomicSurvey,1953,Bangkok,1954,table20
の胴註｡
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表 4 地 域 別 の 土 地 利 用, 1962年

二 _ _ 二_ _ _ - _ _ 二 t一

栄

ゴム･ココナット･カ
ポ ック

1;0803?岩L 4?5
5.9; 0.1

2,1;050㌢訂 ~議

ll
30.7! 0.2

農 家 林 地

雑

農

森

混

未

全

全
た

2,885.4115.7

110.7;

;73…:…≠

2･41 339･50.2; 414.6

89.6! 0.1

5

6

9

4 7.1
a
4

.h

■

o
5

,
00

64
1

■

6

:=II ~-二二- 二 ∴ ∴

l

211:喜rl･8喜呂:≡

.‥. -I_ _ 二 ~ 三 ∴ 二 士∴ ∴ _ -::∴ 二:二二 二二 ::tI:

l

面 積 (計)
国 面 積 に
い す る 比 率

6,148.2:36.1
i

100.0;17,022.6･100.

1
0

4
,
741
.
l
l
25
.
8
;
1
,
244
.
0;17

.
7】13,778.7
j

8,410.1i100.0.7,018.9㌻

35481106252

出所:MinistryofAgriculture,
AgricultaralStatisticsofThailand,
1962
,
Bangkok,
1964
.

tablel13.

経営地｣は厳密な意味での自作地とは一致しない｡いい
かえると｢自作地｣という一般に使用

されている概念をあてるときには,自作地比
率がこの調査数値よりも小さくなることは,
間違

いのないところである｡

第2に
,
1950年農業センサスによっても,
全農家の18
.
8%は小作農か自小作農である
｡
さら

に
,
1953年農家経済調査は
,
なんらかの地代を支払っている農家は全農家の28.
3%を占めると

報告している
4'
｡
したがって,こ
れらの諸調査の数値の間ににいちじるしい差があるが,
小作

あるいは自小作農は,こ
れを最低に評価しても
,
全農家の3割近くを占めていることは,
まず

見当ちがいでなかろう｡

さらに
,
第3にきわめて注目に値するのは,
農地制度の地域的分化についてである｡もとも

と
,
タイの農業は,
メナム河の中･下流流域の中央部平原,その上流の両地渓谷の北
部
,メコ

ン河の流域である東北部(あるいはコラート台地)およびマラヤ半鳥に属する南部の4地域から

なる
｡この
農業の地域分化はきわめて明瞭である｡
すなわち
,
中央部平原はタイの米の主産地

である
｡
北部ではやはり米が卓越するものの,
両地での小経営が支配的である｡
東北部は土質

劣悪･降水量不足のため,
生産力が低く
,
タイでの貧困地域あるいは問題地域となっている｡

南部はむしろマラヤ型農業が支配的であって,
ゴムその他の樹園作物が卓越する
｡
経営規模に

4)MinistryofAgriculture,oP.c
it.,
table26.
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して も,土地利用にしても,挿管の相違が示されていろ (表 1,4参照)｡この地域分化は農地

制度についても明らかに認められる｡すなわち,さきの1953年農家経済調査によると,全国平

均 87.1,00'という経営者所有経営面積比率は, 中 央部斗原では 74.4/C右 にさがる (表 2参JlCi)｡ま

た,なんらかの形で小作料を支払 っている 農家の比率は全国平均 28.3% になっているが, 中

央平原では49.8%にまで高まる5'｡ いいかえると,小作 地比率あるいは小作農比率が中央部平

原においてきわだって高 く,北部がこれにつぎ,南部および東北部においては,小作制度はほ

とんど問題に ならない｡ (もっとも,東北部および南部では,雇傭労力による大規模なプラン

テーションあるいは大農場があり,小作農のかわりに農業労働者が深刻な問題になっている｡

また,とくに東北部では,小作制度にまで発展 しない以前の形である刈分け制度が経営者所有

経営地のなかに含まれている場合がある｡ これは,農業労働者と小作農との申開形態 とみるべ

きである｡ これ ら広義の農業労働者については,別の機会に論ずる｡ただここでは,東北部お

よび南部で小作制が問題 とならないという場合,なおかつ先人な農業労働者が存在することを

看過 してはならない点を指摘するにとどめる｡)だから, タイにおける農地制度としては, 中

央部平原だけがさしあたって問題となる｡ しかも,ここはタイの穀倉であり,最 も商業化 ･近

代化された農業地域なのである｡その意味で,タイの農地侶｣題は現在のところ,中央邦乎頂に

集中 しているといってよい｡また農地問題を中央部乎榔 こ限定 して考察することが,理解を効

果的たらしめよう｡

しか し,第 4に注意すべきは, タイ全休にわたって 小作地面精比率や小作農家が 漸増 しつ

つあるという現実の傾向である｡ これは 1963年農業セ ンサスの 一部報吾によっても推定され

る｡

もともと,タイが 自作農借りでありえたことは,耕地人口密度の低かったという人仁川勺条件,

開墾可能未墾地の存在なる｢1黙約条件,および歴史的伝統的な土地政策条件 とによる｡

もともと,タイではすべての土地は国王の所有に属 し,慣習 ･伝統によって各｢仙 民は,た

いていの場合 9haをこえない限度で, ｢1分と11分の家族が 耕作 しうるだけの土地の耕作権が

与えられた｡若干の規定変化はあったが, この先木原則はかえられず, したがって,自由民は

適切に耕作 しさえすれば,その耕作桁が認められ,この耕作権が実質上の所有権 となった｡ こ

の必要条件をみた しさえすれば,自由民はこの耕作権を売却 したり,抵当にいれたりすること

ができた｡ただ し,国王は,公共的目的のため,あるいは自由民が 3カ年無耕作のまま放r7f;:す

るとき,その土地をとりもどす ことができた｡ この方針は,原則として,今 日までつづけられ

てきた｡ただ し,現在では未利用地所有椎の主体は国王ではな く政府になっている｡ このいわ

ば無断耕作者権利 (squatter'sright)の制度は,現在 も認められているが,多 くの場合は水稲

5)MinistryofAgriculture,oP.cit.,table26.
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栽培に適 しない地域に限定されている6)0

この国有開墾可能未墾地の存在 と,自由土地政策 とが,タイを して 自作農制の国たらしめた

重要な原因であるが,この条件が最近 ぐらついてきた ことが注意されなければな らない｡ とり

わけ,その動 きとして,つぎの 2点が とりあげ られる｡

(1) これまで,タイには開墾可能未墾地が多かったのは事実である｡国土の過半が平坦で,

降水量が多いのに もかかわ らず, 現在の耕地面積率は18.7%にすぎない (表 4参照)｡ また,

水稲収穫面積は戦前10ヵ年 (1927-36)平均2.9百万 haが,1962/63年には6.2百万 ha- と,

30年間に 2倍以上になった し,最近では, トオモロコシの収穫面積が,主 として 日本か らの需

要増大に対応 して, 1952年の 4.3万 haか ら1962年の 32.1万 ha- と,10ヵ年 に 8倍以上に急

増 した7). しか し,他方,水稲栽培面積の これ以上の拡大のためには,凍翫排水工事が必要 と

されているし,畑地における地力消耗のため,畑作物栽培面積の拡張は必 Lも容易ではないと

の推測がな りたっている｡ もちろん,栽培面積拡張の可能性を論断することはできないが,少

な くとも,かな りの資本投下のないかぎり,実質的な面積拡張が困難にな ってきたということ

はできる｡

(2) タイの重要な特徴は,東南 アジア諸国のなかで,土地にたいする人口の圧力が小 さかっ

た ことにある｡その理由のひとつ として,東南 アジアではタイだけが戦前か らの独立国であっ

たため,他の旧植民地諸国 (たとえばマ レーシア ･イ ンドネシア) に くらべ,衛生行政がお く

れ,人口増加率が低か った こともあげ られ よう｡ ところが,戦後の国民所得の堅実な上昇 と,

衛生行政のめざま しい発展とのために,人口が爆発的に増加 して きている｡ この人口激増は,

きわめて重要な 問題であるが, とにか く, 戦後の 最初のセ ンサスが 行なわれた 1947年には

17,967千人 しかなか った｡ これが1963年には28,835千人に達 し,毎年 3%の増加率を示 してい

る8)｡ この人口増加は,土地にたいする人口圧力を強めているが,今後 ますます,強 まるであ

ろうことが予想 される｡

このふたつの条件変化のために, タイの農地問題が現在 までは主 と して 中 央平原に 限定 さ

れ,その他の地域ではほとん ど問題にな らないとして も,今後は農地問題は中央平原において

激化 してゆ くだけでな く, 全国的にとりあげ られなければならな くなるであろう｡ したが っ

6)J.E.deYong,VillageLifeinModernThailand,BerkeleyandLosAngeles,1958.pp.185
-186.なお,この自由土地政策に加えて,大土地所有制の形成と消滅との歴史的過程を略記しておきた
い｡チュラロンコーン大帝 (1868-1910)時代よりまえば,国王が貴族 ･官吏あるいは自由民に土地を
特許する習慣があった｡その面積はまちまちで,小さいものは 4ha大きいものは 1,600haにのぼっ
た｡また貴族は未墾地を開墾して耕作権をえる権利を行使して,大面積の土地を入手し,したがって大
規模土地所有があらわれた｡ しかし, この大規模所有経営の数および大きさは, 1905年の農奴制廃止
と,もうひとつには均分相続制 (所有者死亡の場合は全財産は未亡人に帰し,その未亡人死亡ののちは
子供に平等に分配される)とのために,20世紀に入って急激に減少してきた｡ (W.Blanchardand
others,oP.cit.,p.305.)

7)MinistryofAgriculture,AgriculturalStatisticsofThailand,1962,p.39,40and46.
2)NationalStatisticalOffice,StatisticalYearbookofThailand,Number24,1963,Bangkok,

1964,p.40.
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て,農地問題 は, 現在 においてほ 地域的 分化現象 と して 中央平場だけについて 考えれば よい

が,長期的には全国的問題 にな るもの との予想の うえで,と りあげ られ るべ きである｡

ⅠⅠ タイ中央部平原における小作制度

現在 の中央部平原 における全農地の うちの小作面精 の比率,あるいは仝農家 の うちの ｢1小 作

･小作農家の比率は,1963年農業 セ ンサスの刊行を またなければな らない｡

しか し,ご く最近実施 された国家開発省土地開発局 による農地制度調査9) によると,中央部

平原 の全農家 の うち56% は小 作農 あるい は rJJ小作農であ り,全農地の60.8%が小作農か 白小作

農 に よって経営 されてい るとい う,非常に小作制が普及 してい る事実 を示 している｡ この調査

結果は, これ までの常識 を くつがえす数値 といわなければな らない｡

もっとも,同 じ中央部平原 のなかで も,小作地の比率の きわめて高 いと ころと,そ うでない

と ころがあ る｡概 して,バ ンコック周辺において ,小 作地比率が高い｡それ は,集約的農業,

不在 地主 の土地投資あ るいは土地投機 お よび人 口拝力のためである10)｡ただ し,バ ンコックの

北東 に位 置こす るラ ンシ ッ ト漕鶴地域においてほ, 小 作地が圧倒的に大きい｡ その地 域の うち

の,パ トムタニ県 タ ンヤブ リ郡 において, わた くしの調査によると, 90% 以上は小作農であ

る. ここは, 20川:紀初EIi, 主 と して地主質木に よって 深翫排 水施設が 設 け られたと ころであ

り,タイと して最初 の本格的な漕潜排水計画に もとづ く開拓地域であ る｡そ して,他 のいず こ

よりも,ぬ きんでて小作率が高 く,不在地主が支配的であ り,農地制度が問題 とな る地域であ

る11),(この地域 については,わた くし自身別の機会 に報/lli-したいと思 う｡)

9)DepartmentofLandDevelopment,MinistryofNationalDevelopment,PreliminaryReport
onRelationshipbetweenLandTenureandRiceProductionoftheFarmerstnFiveProv-
incesoftheCentralPlal'nofThailand,1963,Bangkok,1964,mimeograph,andunpublished
Thai.本調査は 中央部平原のうちの5県 (パ トムタ二 ･アユタヤ ･ナコンナヨーク ･ロブブリおよび

ナコンサワン)の 500戸の農家を柚出標本でえらび,アンケ- トでもって実施された.農地制度につい

ての調査としては,はじめてのものである｡木棺では,この調査を ｢1963年農地制 圧調査｣とよぶこと

とする｡ そのごく要旨は英文で, 同調査を実施した責任晋の土地開発局チャイヨン博士で書かれてい

る｡(ChaiyongChuchart,L,andPolicyofThailand,mimoegraphand unpublished,Bang-
kok,1964.)

10)バンコク周辺で小作地比率が高いことは,グッドレ一教授によって指摘されている｡同教授は トンブリ

県 (バンコク市のメナム対岸) の 農家 の94% までは小作農 であると述べているが (E.H.Dobby,
SoutheastAsia,London,1950,p.277.), これは明らかに誤まりであり,これほど高 くはない.コ

-ネル大学の調査村として有名なバンチャン村 (バンコクの北東約 30km)について, 同調査の農村
経折を机当した Dr.KamoIJanlehkaによると,ほぼつぎのように推定が くだされる｡
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ほぼ,これがバンコク周辺として,ひとつの代表的な姿であろう｡

ll)たとえば,Pendelton,oP,citリPp,142,169-171を見よ0
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わた くしぼ,中央部平原のなかでの地域的分化も考慮 しながら,既往の調査と,わた くし白

身の観察にもとづいて,現在のところ,中央部平原の小作地面積は少な くとも,全農地面積の

約35-40%であ り,小作農および自小作農として,なん らかの借地を している農家が少な くと

も全農家の約45-50%程度ではない かと推測する｡ わた くLには1963年農地制度調査は小作比

率を過大評価を しているきらいがあると思われる｡

そ こで,この量的な推測につづき,以下,中央部平原の小作制度の内容を,主 として1963年

農地制度調査にもとづき,わた くし白身の部分的調査を加えて,明らかにしたい｡

1. 日作東 と小作鼻との経営上の比較

かって,1953年農家経済調査によって,経営規模が小 さいほど小作農が卓越することが指摘

された｡すなわち,0.96ha以下という最小規模においては,農地面鏡の65%までが小作地であ

り,それより大きな規模においては,その比率が30%から20%の問であると述べる12)｡ しか し,

1963年農地制度調査によると,白小作別経営形態と経営規模との相関関係はまった く見出され

ない(表 5参照)｡また,この調査によると, 1戸あたり経営規模は自作農の場合 7.Oha,小作

農の場合 6.9haとな り,ほとんど大差がない13)｡そのいずれが正 しいかは,ただいまのところ,

1963年農業センサスの全国集計結果を待たなければならないが,わた くし自身,自小作別経営

形態と経営規模との関係はあまり明らかでないように思 うo

このように自小作別間の経営規模の相違は,ほとんど認められないが,この農地制度調査に

よると (表 6参照),

(1) 平均籾収量は,1963/64年度において,自作農の場合に haあたり 1,669kgにたい し,

小作場は 1,427kgであって,小作農の平均収量は自作農のそれより約 15%少ない｡

表 5 中央部平原における自小作経営形態別経営規模,1963年

3.2ha未満
3.2- 4.6ha
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出所 :DepartmentofLandDevelopment,MinistryofNationalDevelopment,Preliminary
RePortonRelationshipbetweenLandTenureandRiceProductionoftheFarmers
inFiveProvincesoftheCentralPlainofThaitand,1963.Bangkok,1964,mime0-
graphandunpublished,Thai.以下 LandTenancySurveyof1963とよぶ｡

12)MinistryofAgriculture,EconomicFarm Survey,1953,table22.
13)Chuchart,C.,ob.ctt.,p.3.
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表 6 中央部平原におけろ百小作経営形態別の, 水田ha
たりの籾収量,粗収益,経営門,所得および籾販あ

売イ冊存,1963年

自 作 農 ･ 自 小 作 農 小 作 農

籾 収 量 1,669kg/ha 1,580kg/ha 1,427kg/ha

籾 販 売 価 格 0.857Baht/kg 0.831Baht/kg 0.810Bahりkg

租 収 益 1,431Baht/ha 1,306Baht/ba 1,156Bahりha

経 営 門 388 606 637

所 得 1,043 700 519

出所 :DepartmentofLandDevelopment,oP.cit‥

(2) この中央部平原では,ほとんどの農家が純米f′描き家であるが,小作農は｢川-IJrlt,圭よりも

籾を収穫直後売 りいそ ぐ関係から,1kg あたり平均販売価格は自作農 0.857Bahtにたい し,

小作農は 0.810Bahtとなり, 小作農は侶′用笠よりも約 6% やす く販売する｡(1964年度銀行

(3) その結果,haあたり粗収益は自作農1,431Bahtにたい し, 小作:農 1,156Bahtとな

り,28% も少な くなる｡

(4) 他方,haあたり経営蝕 こ,小作料支払いのために,小作農のそれは 637Bahtとなり,

｢1作農の 388Bahtの約 2倍近 くになる｡

(5) その結果,haあたり純収益は,自作農 1,044Bahtにたい し,小作農 519Bahtであっ

て,小作農のそれは｢1作農の半分以下となる｡

この数値は標本調充の結果ではあるが, 中 央部平原について,小作農家の haあたり所得が

｢1作農家のそれの約半分とい うことは,ほぼ認められ るところである｡

2. 小 作 慣 行

中央郡平原における小作慣行については,地域内部における分化あるいは差異が人 きい｡ し

たが って,1963年農地制度調査は,地域全体の平均値を示すにすぎないことに注意 されたい｡

(表 7参照)

(1) 小作料の支払形態は,現物が50,形,現金が40%,最 もお くれた形態である刈分け(share

cropping)が 6- 7%となる｡ただ し,ランシット漕潜地域ではほとんどすべてが現金支払い

となる｡ そのかわ り,アユタヤ県では,現金はほとんどな く,80%が現物,残 りは刈分けとな

る｡ この3形態が中 央部平原に平行的に存在 しているのは興味深い｡

(2) 小作料は,小作農の場合,n小作農 より10-15,%高いのが注 目される｡ 小作農が不利な

irJ/LI-におかれているのは事実のようだ｡小作料の大きさは,小作農の場合,現物で haあた り

籾 425kg,これは平均籾収量の35%に相当する｡また現金では,haあたり 363Baht, これは
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表 7 中央部平原における小作条件.1963年

小作料形態

小 作 料 額

減免の有無

契約書の有無

小 作 期 間

42.0% ･ 41.1%

51.5 ; 51.8

現 物 : 375kg/ha 425kg/ha

定 額

収量に応じ減免

収穫良好の年に

のみ支払い

計

有

無
計

1 年

2 年

3年またはそれ
以上

不 明

L 計

77･9% ; 77･0%
16.8 ! 19.0

5.3 4.0

1

1000 : 100.0

47.4% ! 49.0
52.6 1 51.0

11

0.7 : 2.2

出所 :DepartmentofLandDevelopment,o少.cit‥

かどうかは,むずか しい｡ しか し,haあたり僅か邦価換算約 2万円の粗収益のうち 30-35%

小作料でとりさられることは,小作農家の所得の絶対額をいよいよ小さいものにさせる｡

(3) ところが, この収穫の 不安定な米作にたいし, 減免をともなうかどうかに ついては,

1963年農地制度調査によると,77-78%が減免をともなわないと報告 している｡ しかし,これ

は明らかに誤りである｡たとえば,パ トムタニおよびアユタヤ両県におけるわた くしの聴取調

査によると (表 8参照), 収量が平年作の8割程度までは減免はないが, それ以下の場合は減

免され,収量が 2割にとどまるときは,小作料は支払わな くてもよい｡もちろん,これは,あ

くまで慣行であり,減免条項が契約書に記入されなかったり,口頭で約束されないのが普通で

ある｡ しかも,実際の減免がされるときには,つねに小作人は地主またはその代理人にたい し

交渉 しなければならない｡

(4) 小作契約は契約書による場合と口頭による場合とにわかれる｡1963年農地制度調査報告

書では,その比率が半々になっているが,実情としては契約書による場合が,はるかに少ない

ものと推定される｡ただ,ランシット津概地域においては,不在地主制すなわち土地管理人制

が発達 しているために,ほとんどすべてが正規の小作契約書によっている｡

(5) 小作契約期間は80%近 くまでが 1年契約である｡もっとも,慣習としては,毎年 くりか
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衣8 中央部平原における収量と小作料

減免の標準的事例,1964年

収 量

パ トム クニ県 ア ユ タ ヤ 県

…呂 ･壬.03 日 器

60 80､50 60

40 40 40

30 30～20 1 30～20

20 0

100

出所 :筆者聴取調査

え し,契約 して小作する｡だか ら,実際に

は小作人の移動はあまりない｡永小T′再春あ

るいは 耕 作椎は, もちろん 存在 して いな

い｡

(6) 不在地主は,バ ンコク周辺あろいは

ランシット漕搬地域をのぞ くと,ほとんど

見 出されないOそのほとんどが同一の村,

少な くとも同一の郡に罵イ主している｡ だか

ら,土地管理人 もランシット地域をのぞ く

と存在 しないといってよい｡

3. 小作条件の変化

この小作慣行から明 らかなように,小作

条件は,それほど苛酷でない ことは明 らか

である｡ しかも,現金納がかな り普及を見ていることは,商品Jjt:_花をj:_とする米作:農業の発展

として注目すべきだと思われる｡

しか し小作条件の変化として,と くに注目すべきは,小作料がいちじるしく騰貴 してきてい

る不実である｡すなわち, 1963年農地制 度調査によると,小作料は 1957年を基準年次として

100とすると,1C62年には179･1になっている14)｡ この間のバ ンコック卸元物価指数は,1957年

を100として1962年には110.5であるから15),小作料は僅か 5カ年問に約62% も実質的に騰貴 し

た ことになる｡ この騰貴率は,いささか通人評価のきらいがあるが,わた くしの聴取範囲内で

も5カ年問に30%以上騰貴 したのが普通である｡

これは,地価の騰貴にむすびつ くOたとえば1953年農家経済調査によると, 中央 平頂の永日

地価の平均は ha あたり 5,500Bahtと報告されている16)｡ 現在, 中央平原についての地価調

査は見 られないが, わた くしの聴取の範囲では 場所によって 非常にちがい, 6,250Bahtか ら

18,750Bahtにいたる｡か りに, その平均を 12,500Bahtとすると,10ヵ年間に約2.3倍になっ

ている｡ この10カ年問の卸左物価の騰貴率は約30%であるか ら17),実質地価は実に約77%騰貴

した ことになる｡

これは,ひとつには米価の騰貴率 と, もうひとつには,土地にたいする人口の圧迫による｡

たとえば,1963年農地制圧調査によると,小作農のうちの77,%までは, これまで全然農業を習

14)Chuchart,C.,oP.cit.,p.4.

15)BankofThailand,MonthlyReZ)ort,September1964,p.65.

16)MinistryofAgriculture,oP.cit.,table24.

17)BankofThailand,oP.cit.,p.65.
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まず,小作農となって新 しく農業に参加 したものである18)0

この小作料および地価の騰貴に顕著に示されたように,小作条件は小作農にとって, しだい

に不利になってきつつある｡これは,きわめて注目に値する市要な仰向である｡

ⅠⅠⅠ タイにおける農地制度政策

タイ政府は農地制度ならびにそれにたいする政策には,ほとんど注意を払わなかった｡これ

まで,ただ 1回だけ,1951年に中央部平原について,つぎのような小作料額統制を実施する法

令を発布 し,ついでこれを他の地方にも適用 しようと試みた｡この小作料額は収量に比例する

ものとした｡すなわち,

水田収量 (raiあたり) 最高小作料額 (raiあたり)

200kg以下

200-300kg

300-400kg

400kg以上

10kg

30

60

100

この小作料統制は,まったく有名無実に終った｡その理由として地主の反対があげられるが,

事実は,この統制を実施するだけの必要 もなければ,準備 もなかったわけだ｡これと関連 して,

翌1952年に地方開発費調達のための土地累進税法が公布された｡その内容は,つぎのとおりで

ある｡

所有規模 税 率 税 額 (raiあたり)
最 低 最 高

一般 自作農の場合

50rai以下 地価の0.5% 1Baht 60Baht 40Baht

50-100rai 1.0% 2 100 50

100rai以上 2.0% 5 100 50

しか し,この累進税 もついに実施されずにおわった19)｡根本的には当時のピプ ン政権下にお

いて改革的思想がなかったと見 るべきであり,先進国の模倣は,いざ実践にうつすときには,

根づよい障碍につきあたり, しかもこの障碍をのりこえるだけの意慾がなかったのである｡ し

たがって,小作料統制なり土地累進税法なりの意図はないわけではなか ったが,概 していうと

農地制度政策については,これまでほとんど等閑に付せられていたといってよい｡

しか し,1963年 5月,サ リット政権のもとに,意慾的な経済開発政策を推進するために,国

家開発省 (MinistryofNationalDevelopment)が新設された｡これは,従来の協同組合省を

18)DepartmentofLandDevelopment,oP.cit.
19)ECAFE/FAOAgriculturalDivision,ECAFE,oP.cit.,pp.17-18;deYoung,oP.cit.,p.196.

なお 1rai-0.16ba.
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吸収 し,また農務省から潅翫局,産業省か ら鉱山局,交通省からは道路局などを分離吸収 した

ものであるが, ここに土地開発局 (DepartmentofLandDevelopment)が新設された｡土地

開発局は,土地分類 ･土壌および水質源保全 ･土壌調査 ･土地政策を担当する｡ いわば,技術

的側面に重点をお く｡ しか し,土地開発局の任務のひとつは土地政策をたてることである｡と

りわゅ,小作条件が小作農にとって しだいに不利になり,小作農が漸増 しつつある認識は,こ

の土地政策の考え方の基礎になってきているようである20)｡ したがって,ごく最近になって,

農地制度政策を本格的に検討 しようとする気運が一部に生まれてきたO

ところが, 最近, 農地制度政策 のひとつの 構想として, 農地缶り度改革が 新聞に 報道され

た｡21)その要 旨は,つぎのように要約される｡

(i) タイの経済発展のために必二要な産業投下貴金をうることと,農業生産力の増人をはか

ることを目的として,農地制度改隼を実施する｡

(ii) 期間は向こう5ヵ年皿とする｡

(iii) 個人所有の農地面精を 500rai(80ha)以下とし,500raiをこえる農地は政府が買収

する｡

(iv) 政府買収価額のうち,

(a) 50%は政府公債で支払 う.公債は24ヵ年年賦償還,利率は年 6%とする｡

(b) 25%は土地銀行株式,25%は政府企業株式で支払われる｡

(Ⅴ) 政府-の農地売渡代金については課税 しない｡

(vi) 農地制度改革は国家閃光省 ･農務省 ･産業省 ･経済省および内務省で協同 して行なう｡

(vii) そのための実施機関として, 農地制度改革委員会 ･農業生産性向上委員会 ･金融管理

委員会および裁定委員会が設けられる｡

この農地制度改車案の特徴は,産業発展,とりわけ工業 (とくに国家企業)の発展のための

資金獲得を目的としていることであるOそのかわり,小作条件の改善をふ くめての小作農の所

得上昇ということに重点をおいていない｡その意味で,これはい わゆる農地制度改革とは,か

なり趣きを異に しているといえよう｡

こOj構想は,タイの現在の経済発展にたいする強い点慾,そ0)反面農地紺 封こたいする認識

の欠除か ら見 ると,ある程度は理解されよう｡ すなわち,小T'刷 ｣題が しだいに重要になりつつ

あるという事実が,土地問題闇係者の間においてさえ,十分に徹底されていない｡その昔後と

して,タイの現状では,階級間における所得格差の問題にあまり注意が払われていない｡む し

ろ,この国の経済発展の強調点は,とにか く国民所得の増大をはかることにある｡

20)Chuchart,o♪.cii..
21)BangkokWorld,Sep･28,1964･タイでは,政府の正式発表以外に,新聞に非公式見解がのせられる

ことがある｡この報道もそれに属する｡これによって,政府の考え方を推測することができる｡
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すなわち,タイは現在,経済発展の 6ヵ年計画 (Six-YearEconomicPlanning,1961-66)

の後半期に入 っている｡この経済計画によると, 国民経済の年成長率を 6%とする｡ (この間

の人口増加は年率ほぼ3%であるか ら, 1人あたりの 経済成長率は 3%となる｡) この 6%な

る目標を達成するためには,農林水産業 ･鉱業等の第 1次産業部門においては,せいぜい 3%

しか期待できないか ら,工業部門に10%以上をおわせることが必要となっている22)｡ したがっ

て,工業-の投資がきわめて重要となる｡さらに,第 1次産業部門において も,とくに権衡排

水計画のための資金が動員されることが必要である｡ もちろん,これ らの資金源 としては,政

府租税収入,諸外国の投資,諸外国および国際機関か らの贈与および借款があるが,同時に国

内資金の動員が必要となるわけであるO したがって,資金動員という動機が第一義的な意味を

もち,農業生産性の上昇なり,地主 ･農民間における所得格差の是正という動機は第二義的な

意味 しか もたな くなっているのである｡

この農地制度改革策については, 2つの点か ら批判されよう｡

第 1は,ここでは本来の農地制度改革の意義,すなわち,地主 ･農民間における所得格差の

是正,およびそれをとおしての農業生産性の上昇が無視ない し軽視 されていることである｡

第 2は,資金動員という点から見て,まずはた して,どれだけの資金が動員され うるであろ

うか｡500rai(80ha)以上の買収対象となる面積がどれだけあるだろうか｡ それについては,

現在,ぜんぜん調査が行なわれていないが,わた くし自身は,全耕地面積の 3%にすぎないの

ではないかと推定する｡そうすると買収対象面積は,全耕地面積約60百万 raiの 3%として,

1.8百万 raiとなる｡ つぎに, 買収価格をか りに時価 とすると, 1raiあたり全国平均 1,000

Bahtとなるであろう｡ したがって,総買収価格,いいかえると動員資金額は約18億 Bahtとな

る｡ところが,経済 6ヵ年計画の総資金所要量は,経済計画庁によると326億 Bahtである｡23)

したがって,か りに総買収価額が資金に動員されたとして も,経済計画総資金所要量の 6%に

みたないわけである｡ しか も,注意すべきは,小作農が 5ヵ年間に政府にその代金を支払 うこ

とによって,は じめて資金が動員されるわけである｡ しか し,はた して小作農にそれだけの代

金を支払いうる能力があるかどうかは疑問だ｡さらに大切なことには,資金動員の見地からす

ると,政府はなるべ く高い価格で小作農に売渡 し,またなるべ く早い期間に小作農から代金の

支払いを受取ることが必要である. しか し,これは小作農保護という農地制度改革oj基本方針

とは根本的に矛盾する｡

少な くとも,この農地制度改革案は現在のタイ国政府の農地制度にたいする考え方をあらわ

す ものとして,きわめて興味深い｡ しか し同時に,その実行可能性は,少な くとも現時点にお

いては,きわめて弱いものと判断せざるを得ないのである｡

22)事多村浩編 :『タイの経済開発』アジア経済研究所,東京,1963,pp.179-202
23)TheNationalEconomicDevelopmentBoard,TheNationalEconomicDevelopmentPlan,

1961-1966,SecondPhase:1964-1966,Bangkok,1964,Table1.
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ⅠⅤ タイにおける農地政策のありかた

タイにおける農地制 度と,わが国の農地制度改革前のそれとを比較するとき,つぎの諸点が

指摘されよう｡

(1) 農地制度改革前 のL日工にくらべ,タイの現状では,小作面潰比率 も,小作農二束比率も小

さい｡

(2) 改革前の日本に くらべ小作料の収量に占める比率は小さく,その他の小作条件はほぼ同

じであるから,小作条件についてタイは比較的に恵まれているといえよう｡ したがって,小作

問題が農地改革前の日本のように深刻ではないことは,たしかに事実である｡

(3) しか し,日本の場合,農地改iI出滴に,すでに小作血損率 ･小作農家率あるいは小†′廿巨巨

は漸減 してきていたのにたい し,タイの場合は逆に現在漸増 しつつある｡

(4) その昔後には,日本では農地制度改革前,1920/LH㌔以来すでに, 自作農維持創設政策を

はじめ金融政策 ･協同組合政策などの一速の政策手段が講ぜ られ,さらに1930年代か らは小作

料統制たる直接的手段が講ぜ られたのにたいし,タイの場合には,なんらの政策的手段が講ぜ

られていない｡

いいかえると,タイの場合,徹底的な農地制度改プ出まそれほど強 く要請せ られていないとい

ってよい｡ しか し,他方,タイ農業が主として漉鶴排水施設にともな う土地改良を中心とする

独酌的農業の方向に進みつつあることは事実である.いいかえると,農艮 自身の農地-の投貴

が強 く必要とされる｡ところが,地主は土地改良のための投貴をほとんど行なわない｡タイで

は,雷裕な人は投機的目的のための農地購入をこのむが,その場合の土地購入は売手と買手と

の問の資産の交換にすぎず,なんら実質的な投農を意 味 しない024) また同時にこのことが国営

潅概排水計画が末端においてス トップ して しまい,せ っか くの国家投資の効率のあがらないこ

との,ひとつの理由となっている｡ したがって,農民に土地をもたせ,それにたいする投賀意

慾を高めさせる必要がある｡同時に,農民 白身の意慾をうらづけるだけの農家経済内部におけ

る節約一貯蓄が行なわれなければ,その意慾は具体化されえない｡いいかえると,貯蓄一役貴

を可能にするよう所得を高めなければならない｡ したがって,某約的農業-uj発展は,当然に

農地制度改革を必要とする｡

さらに留意すべきこととして,地価が騰貴 し,小作料も騰貴するにつれて,農地制 度改草の

必要が高まって くるが,同時に,その実施の困難性 も強まる｡ しか も,現在その方向に動いて

いることは目に見えるように明らかである｡ したがって,農地制度改革を早 く実施すればする

ほど有利である｡少な くとも,地主制のもとにおいては,タイ農業の飛躍的な発展を期するこ

とはできないであろう｡

しか し,農地制度改Iffr_;.について障碍の存することは,すでに明らかである｡それが困難なこ
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との理由として,つぎの 2点が指摘されよう｡

第 1は,現在の地主階層の反対である｡かれらは,さきに述べたように小作料収入が有利な

ために農地を所有 しているというより,む しろ地価騰貴を目的としている｡さらに,この地主

階層は,しば しばこの国の政治権力とむすびついている｡これについての分析は,別の機会に

試みたいと思 うが,現在の政治的権力は保守的であり,決 して革新的でないことに注意すべき

である｡また,国民所得増人についての闇心が強いが,階層間の所得格差是正にたい しては,

それほど熱心だとは思われない｡ したがって,その反対の表面的な理由として,この国は自作

農制が支配的ではないかという伝統的な見解が必ず もちだされる｡ (この見解は,わた くし自

身,しば しば接 したところである｡)

第 2は,農地制度改革の場合,小作農は当然に,年賦償還の形で農地を買取 らなければなら

ない｡ しか し,はたして,小作農にとって,それを買取るだけの経済的な余裕があるかどうか

である｡少な くとも,地主の反対を緩和するためには,小作農の支払 う地価が現在の巾場価格

に近いものでなければならない｡また,その支払期間 もできるだけ短いことが望ましい｡ しか

し,はたして,それだけの能力が小作農にあるかどうか疑問である｡少な くとも年賦償還額は

年小作料額を上まわらないことが望ましい｡ しか も,健全財政政策をとるこの国の政府‥がこの

地主一小作農間に入 って,小作農支払い分を時間的に負担することは,なかなか容易でないと

思われる｡

したがって,わた くLは,今 日一挙に農地制度改革を実施するだけの基盤をこの国はもって

いないのではないかと考える｡たとえ,それを今 日実施することが望ましいとして も,それだ

けの現実的にさしせまった必要 もなければ,それにたいする障碍があまりにも大きすぎるので

ある｡

しか し,現実の農地問題の動向を考慮するとき,つぎのふたつの政策手段が提唱されよう｡

第 1は,現在の小作制度についての全国的調査を行なうことである｡農地政策をたてるため

の十分な資料を欠いている今 日,農地の所有形態をはじめとする農地制度の全国的調査が緊急

に必要となる｡すでに,タイは1963年農業セ ンサンスの経験があるように,調査ならびに集計

能力は,後進国としては,きわめて高い水準にあると思われる｡ したがって,全国的調査の実

施は必 Lも困難ではない｡また,この全国的調査をとお して,農地闇題にたいする関心を高め

うると思われる｡

第 2は,その調査にもとづいて,最初のステップとしては,小作料の統制を行なうべきであ

る｡地価騰責の理由としては,農地の宅地 ･工場敷地その他の都市用地への転換がある｡ しか

し,これが行なわれるのは,バ ンコック周辺にすぎない｡む しろ,小作料の騰貴が地価騰貴の

原因となる｡ したがって,現在,小作料の上限を制限することが,比較的に摩擦が少な くて実

24)UdhisNarkswasdi,AgyiculturalCreditSystemsinCertainCountries,Bangkok,1963.p.1.
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行 しうる唯一の方策である｡ 小作料を統制す るとき,当然 に耕 作権が発生するであろう｡ この

耕作権 の発生については,プラスとマイナスの両面があろう｡ しか し,耕作権が発生すること

は,それだけ実質的に農地制度改 構が実現 されてゆ くことに,ほかな らないのである｡ また,

この小作料統制は,現在 のタイにおいては,たとえ国難であろうとも,受けいれ られ うる政策

手段と しては最 も容易な ものであろうと思われ る｡

いかなる政策の実施において も,時間がかか るcJjが,この国であるo その意味において,か

かる政策 f･段がお くれればお くれ るほど,r自作農制 の幸福な国｣でな くなるであろう｡
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